(様式１)

日本熱傷学会

熱傷専門医更新申請書

西暦　　　　年　　月　　日

日本熱傷学会

専門医委員会　御中

　日本熱傷学会専門医制度規則および同細則にもとづき、熱傷専門医の更新を申請いたします。


氏　名　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　印


生年月日　　　：　西暦　　　　　　年　　　月　　　日


現住所　　　　：〒


専門医登録番号：　　　　　　　　　　　　　　　号


専門医登録年　：　西暦　　　　　　年


施設名　　　　：


所属科・部門　：


施設所在地　　：〒


施設電話番号　：（　　　　　）-（　　　　　）-（　　　　　）


施設FAX番号  ：（　　　　　）-（　　　　　）-（　　　　　）

(様式２)

 eq \o\ad(履歴書,　　　　　)
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

現住所

最終学歴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西暦　　　　　　年　　月卒業

主な職歴

他学会の標榜医、認定医、専門医などを取得している場合は下記に記入。

(様式３)

手引き

熱傷専門医の資格更新のため、更新申請者は、最近５年間の診療実績の提出と学術集会参加・学会発表・論文を基準点数化したものによって５年間で最低100点の単位を獲得しなければならない。

■ 診療実績作成について
最近５年間に下記の10項目のうち最低５項の診療に従事した経験を提出する。
□ 診療実績項目

１．広範囲熱傷

２．小児熱傷

３．高齢者熱傷

４．気道熱傷（損傷）

５．手・足の熱傷

６．顔面熱傷

７．外陰部・会陰部熱傷

８．熱傷後肥厚性瘢痕または瘢痕拘縮

９．化学熱傷（損傷）

10．電撃傷
※　更新申請のための診療実績期間については、熱傷専門医申請(または前回更新)時からの５年間とし、更新申請に必要な算定期間を2004年12月１日から2009年11月30日までの５年間とする。

※　別項目であれば、症例の重複を認める。
■ 業績目録作成について
学術集会参加・学会発表・論文の基準点数化は以下となる。

□ 基準点数

(1) 学術集会参加
１．日本熱傷学会学術集会




25点
２．日本熱傷学会地方会




10点
３．日本熱傷学会講習会




10点
４．国際熱傷学会（ISBI congress）



20点
５．その他の熱傷関連の国際学会



10点
・第３回アジア太平洋熱傷学会 (2000年４月３日～５日台北）

・John A. Boswick, M. D. Burn & Wound Care Symposium
(Maui Burn Conference)
６．日本熱傷学会が認めた関連学会



 5点

・日本救急医学会

・日本形成外科学会

・日本皮膚科学会

・日本集中治療医学会

・日本創傷治癒学会

・日本臨床救急医学会
(2) 学会発表
１．日本熱傷学会学術集会
１-１　パネル・シンポ・講演等



20点
１-２　司会・座長




10点
１-３　一般演題（筆頭のみ）



10点
２．日本熱傷学会地方会
２-１　パネル・シンポ・講演等



10点
２-２　司会・座長




 5点
２-３　一般演題（筆頭のみ）


 
 5点
３．日本熱傷学会講習会
３-１　司会・講師




20点
４．国際熱傷学会（ISBI congress）
４-１　パネル・シンポ・講演等



20点
４-２　司会・座長




10点
４-３　一般演題（筆頭のみ）



10点
５．その他の熱傷に関連する国際学会
５-１　パネル・シンポ・講演等



10点
５-２　司会・座長




 5点
５-３　一般演題（筆頭のみ）



 5点
６．日本熱傷学会が認めた関連学会（熱傷に関連する発表）
６-１　パネル・シンポ・講演等



10点
６-２　司会・座長




 5点
６-３　一般演題（筆頭のみ）



 5点

(3) 論　文
１．日本熱傷学会機関誌「熱傷」の論文
１-１　筆頭





20点
１-２　共同





10点
　　　　　　　(BurnsおよびThe Journal of Burn Care＆Rehabilitationは同点とする）
２．熱傷に関連したその他の論文
２-１　筆頭のみ





10点

以上の各項目（先頭の数字を区分番号とする）と基準点数を一覧表に記入し、学術集会参加の場合は参加章（コピー可）を、学会発表の場合はプログラムのコピーを、論文の場合は論文のコピーなど各項目を証明するものを添付すること。

※　業績期間を熱傷専門医申請(または前回更新)時からの５年間とする。今回は、更新申請に必要な点数算定期間を2004年12月１日から2009年11月30日までの５年間とする。

※　更新前に学会参加章の紛失に気づいた場合、専門医委員会委員長宛てに申告すること。妥当と認める理由があれば、熱傷専門医規則第５章　熱傷専門医の更新の第18条にもとづき、その間その個人につき本制度の適応は保留し、その期間は次回更新期間から差し引かれる。

※　５年間で100点を超える点数があれば、それ以上の業績目録を作成する必要はない。

(様式４)

診療実績

	
	診療実績項目名
	診療件数
	

	１
	広範囲熱傷
	
	

	２
	小児熱傷
	
	

	３
	高齢者熱傷
	
	

	４
	気道熱傷（損傷）
	
	

	５
	手・足の熱傷
	
	

	６
	顔面熱傷
	
	

	７
	外陰部・会陰部熱傷
	
	

	８
	熱傷後肥厚性瘢痕または瘢痕拘縮
	
	

	９
	化学熱傷（損傷）
	
	

	10
	電撃傷
	
	

	
	


最近５年間に上記の10項目のうち最低５項の診療に従事した経験を診療件数にて記入する。
(様式５)

業績目録（１）

(１) 学術集会参加

	
	学会名
	開催年(西暦)
	開催地
	区分番号
	点数

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	

	６
	
	
	
	
	

	７
	
	
	
	
	

	８
	
	
	
	
	

	９
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	合計点数

	


区分番号：業績目録作成の手引きの基準点数表で、各学会の先頭にある数字（１、２など）を記入する。

 (様式６)

業績目録（２）

(2) 学会発表

	
	学会名
	タイトル
	区分番号
	点数

	１
	
	
	
	

	２
	
	
	
	

	３
	
	
	
	

	４
	
	
	
	

	５
	
	
	
	

	６
	
	
	
	

	７
	
	
	
	

	８
	
	
	
	

	９
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	合計点数
	


区分番号：業績目録作成の手引きの基準点数表で、先頭にある数字（１-１、２-１など）を記入する。

(様式７)

業績目録（３）

(3) 論 文
	
	雑誌名
(巻数：初頁～終頁、発行年)
	タイトル
	区分番号
	点数

	１
	
	
	
	

	２
	
	
	
	

	３
	
	
	
	

	４
	
	
	
	

	５
	
	
	
	

	６
	
	
	
	

	７
	
	
	
	

	８
	
	
	
	

	９
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	
	
	
	合計点数
	


区分番号：業績目録作成の手引きの基準点数表で、先頭にある数字（１-１、２-１など）を記入する。
(様式８)

業績目録（４）

	
	区　分
	点　数



	１
	学術集会参加


	

	２
	学会発表


	

	３


	論　文
	

	合計点数
	


１）熱傷専門医の資格更新のため、学術集会参加・学会発表・論文を基準点数化し５年間で最低100点の単位を獲得しなければならない。

２）業績目録をワープロにて作成する場合は、Ａ４用紙を用い業績目録（１）～（４）と

    同様な様式にて作成すること。
